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令和5年度保育施設等指導検査等実施方針 

 

１ 基本方針 

区では、保育施設等を実地において検査する指導検査を通して、施設、事業所の運営

が関係法令等に照らして適正に行われているか個別的に詳らかにすること、必要に応じ

て実施する集団指導を通して関係法令等の周知徹底を図ることにより、各保育施設にお

いてそれぞれの基準に基づいた適正な運営がなされ、保護者が安心して子どもを預けら

れる環境を確保していきます。 

なお、施設、事業所が法令に違反し、又は運営が著しく適正を欠くために、施設等の経

営に著しく支障を及ぼしている場合や、そのおそれがある場合は、東京都とも密接な連

携を図り、速やかに特別指導検査等を実施していきます。 

 

２ 一般指導検査の重点項目 

（１）運営関係 

  ア 職員の確保及び処遇 

  （ア）職員配置基準に定める職員の員数及び資格を満たしているか。 

  （イ）職員の状況を把握するため、雇用契約書、出退勤記録等が適正に整備されている

か。 

  （ウ）職員の健康診断や労働条件に係る運用が適正に実施されているか。 

  イ 安全対策の徹底 

  （ア）児童の年齢区分別に基準面積が確保されているか。 

  （イ）消防計画に基づく防火設備の配備、避難訓練等の防災対策が徹底されているか。 

  ウ 重要事項の説明及び掲示 

  （ア）運営規程の概要、職員の勤務体制等の重要事項について、保護者に対する説明及

び同意が適切に行われているか。 

  （イ）（ア）の重要事項について、施設の見やすい場所に掲示されているか。 

（２）保育内容関係 

  ア 保育所保育指針の徹底 

  （ア）子どもの人権に配慮した適切な保育が行われているか。 

  （イ）保育所保育指針に基づく保育課程及び指導計画の編成等がなされているか。 

  イ 児童一人ひとりに応じた保育の徹底 

  （ア）児童の健康状態の把握が適正になされているか。 

  （イ）アレルギー児等の児童の状況に応じた食事の提供が適正に行われているか。 
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  ウ 安全対策の徹底 

  （ア）保育にあたる職員は適正に配置されているか。 

  （イ）感染症（特に新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、腸管性大腸菌O－１５７、

感染性胃腸炎等）及び食中毒の予防対策が徹底されているか。 

  （ウ）乳幼児突然死症候群の予防が徹底されているか。 

（３）会計関係 

  ア 決算書が適正に作成されているか。 

  イ 物品購入等に伴う契約書が作成されているか。 

  ウ 資産管理が適正に行われているか。 

  エ 預金通帳の管理など内部牽制体制が確保されているか。 

  オ 適切な会計処理が行われているか。 

 ※区立直営園、指定管理園は除く 

 

３ 特別指導検査の重点項目 

（１）運営関係 

   法令等を順守した施設運営を行っているか。 

（２）保育内容関係 

   保育内容は、通所する児童の心身の健全な発達を図るものとして、良質かつ適切なも

のか。 

（３）会計関係 

   会計原則を踏まえた経理規程等を順守した、経理処理が適正に行われているか。 

 

４ 実施計画 

（１）対象施設 

  ア 認可保育園 

  イ 地域型保育事業所 

  ウ 一時預かり事業  

（２）実施形態 

  ア 一般指導検査 

  （ア）実施方法 

     施設ごとに日程を定め、施設又は当該施設を設置運営する法人等の事務所に赴

き、実施します。 

  （イ）実施単位 

     施設を単位として実施します。 

  （ウ）検査体制 

     １検査当たりの検査員は、２人以上とします。 
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  （エ）実施通知 

     港区保育所等指導検査実施要綱（平成２７年９月１４日付２７港子子第４２６５号）第

１１条の規定に基づき通知します。 

  （オ）日程及び対象 

     具体的な日程及び対象については、別に定めます。 

  イ 特別指導検査 

  （ア）実施方法 

     施設ごとに適宜日程を定め、施設又は当該施設を設置運営する法人等の事務所

に赴いて実施します。 

     また、必要に応じ、施設の関係者の来庁を求め、執務室等において実施します。 

  （イ）実施単位 

     施設を単位として実施します。 

  （ウ）検査体制 

     １検査当たりの検査員は、２人以上とします。 

  （エ）実施通知 

     港区保育所等指導検査実施要綱第１３条の規定に基づき通知します。 

  ウ 集団指導 

  （ア）実施方法 

     保育の提供及び施設の運営に関する基準、施設型給付費等の請求方法、制度改

正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方法により行います。 

     なお、やむを得ない事情により集団指導に欠席した保育施設等には、当日使用し

た必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めます。 

  （イ）実施単位 

     対象施設区分ごとに実施します。 

  （ウ）実施通知 

     あらかじめ集団指導の日時、場所、予定される指導内容等を文書により当該施設

の設置者等に通知します。 

（３）選定方針 

  ア 選定時点 

    原則として、令和５年４月１日時点で現存する施設とします。ただし、年度途中に開設 

した施設については、必要があると認められた場合、指導検査の対象とします。 

  イ 選定方法 

   一般指導検査は、原則として、一定の周期で計画的に行われるよう施設の選定を行

うものとしますが、下記の施設についても考慮の上決定します。 
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  （ア）苦情、通報等が多く寄せられている施設又はその内容から運営状況の確認を要す

る施設 

  （イ）過去の指導検査において、指摘事項が速やかに改善されなかった施設 

  （ウ）新規に開設された施設 

  （エ）相当の期間にわたって、指導検査等を実施していない施設 

  （オ）財務分析結果等の課題のある事業者が運営する施設 

  （カ）福祉サービス第三者評価を適切に受審していない施設、又は当該評価結果におい

て問題がある施設 

  （キ）施設等に関する調査書が提出されていない施設 

  （ク）新たに指定管理者制度が導入された施設 

  （ケ）その他指導検査の実施が必要と判断される施設 

 

５ 関係団体への情報提供 

施設、事業所等が、法令に違反し、又は運営が著しく適正を欠くために、施設等の経

営に著しく支障を及ぼしている場合や、そのおそれがある場合は、指導検査の結果を東

京都及び関係部署に提供することにより、情報の共有化及び指導検査の効率化を図りま

す。 

 

６ 関係団体等との連携 

区が所轄庁である社会福祉法人が運営する施設の指導検査については、保健福祉課

が行う当該社会福祉法人に対する指導検査と同日に実施するなど、必要な連携を行い

ます。また、当該社会福祉法人及び同法人が運営する施設の指導検査結果等について

は、保育政策課と保健福祉課が相互に､必要な情報の交換を行います。 

 


